
耐震診断を義務付ける緊急輸送道路（避難路）の指定
 

 

問建築住宅課（市役所５階）☎ 32-2099

地
震

津山市職員採用資格試験
 

 

問〒708-8501津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043、　 22-1896

採
用

　市では、平成29年７月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律第６条第３項第１号・第２号」によ
り、次の２点を指定しました。対象となる建築物の所有者には、随時、直接連絡をします。詳しくは、
お問い合わせください。
①耐震診断を義務付ける緊急輸送道路（避難路)＊ を、県と連携および市単独で指定
②指定された避難路沿いの建築物は、平成34年３月31日までに、耐震診断の実施と、診断結果の報告を

義務付け
＊岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画で定めた緊急輸送道路のうち、県民局、市庁舎、消防・警察署、
主要な鉄道駅、災害拠点病院等を連絡する重要な路線のこと
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　市では、｢男女がともにさんさんと輝けるま
ち津山」を理念とし、男女が個性と能力を十分
に発揮できる社会の実現を目指しています。
　平成30年～34年の取り組みについて、計画
(素案）を策定したので、皆さんから意見を募
集します。
応募資格　次のいずれかに該当すること
①市内在住の人②市内に通勤、通学している
人③市内に事業所などがある個人、法人、そ
の他団体

計画（素案）の閲覧場所
●津山男女共同参画センター「さん・さん」
●総務課（市役所３階）
●各支所・出張所担当課
●市ホームページ

応募方法　任意の様式に①意見②住所③氏名④
電話番号を記入し、郵送、ファクス、Ｅメー
ルまたは直接提出する

締め切り　９月15日㈮

避難行動要支援者名簿
への登録を

問生活福祉課(市役所１階12番窓口)
☎32-2063、　32-2153

災

　害

第４次津山男女共同参画
さんさんプラン(素案）
問〒708-8520 津山市新魚町17　　　　
　アルネ・津山５階 津山男女共同参画セ
　ンター「さん・さん｣　☎31-2533、
　　　　　　　　　　　　 31-2534
　　sun-sun@city.tsuyama.lg.jp

意
見
募
集

　｢避難行動要支援者名簿」とは、事前に登録者
の情報を警察や消防団、民生委員などと共有し、
災害が発生した時、円滑に避難支援や安否確認を
行うためのものです。
　対象と思われる人などは、いざという時に備え、
早めに申請をお願いします。代理人による登録や、
代筆も可能です。
登録方法　生活福祉課または各支所・出張所担当
課に備え付けの届出書（市ホームページから印
刷可）に必要事項を記入し、郵送または直接提
出する

対象　次のいずれかに当てはまる人
　・要介護３～５の認定を受けている
　・身体障害者手帳１級または２級を所持してい
　る
　・療育手帳Ａを所持している
　・精神障害者福祉手帳１級を所持している
　・津山市の障害福祉サービスを受けている難病
　　患者　など
※高齢者などで、災害時に自力で避難することに
　不安がある人も登録可能です
※詳しくは、お問い合わせください

Ａ．地震によって建築物が倒壊した場合でも、
道路の通行や円滑な避難を妨げることのない
ようにするため、今回、指定した避難路を閉
塞する可能性がある旧耐震建築物（昭和56年
5月31日以前に着工されたもの）のうち、下
記の図に該当するものです。

Ｑ．対象となる避難路沿いの建築物とは？
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とき　10月21日㈯受付午前８時30分～、試験開始午前９時10分～
ところ　市役所本庁舎
申込方法　人事課または各支所・出張所担当課に備え付けの申込書（市ホームページ
から印刷可）に必要事項を記入し、郵送または直接申し込む

募集期間　９月４日㈪～27日㈬午後５時15分必着
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

※津山中央病院への避難路は、道路完成後に指定

募集職種 採用人数 受験資格

事務職
身体障がい者対象 １人程度

　昭和52年４月２日～平成12年４月１日に生まれた人で、次のすべて
の要件を満たす人
①身体障害者手帳の交付を受けている
②介護者なしで職務の遂行が可能
③活字印刷文による出題（筆記試験）に対応できる
※試験会場で配慮が必要な人は、必ず申し込みの際にご相談ください


